要請日　　　　年　　月　　日

〇〇株式会社御中
　　　　　　　　　　　　　　　　
貨物等の運搬に係る環境配慮行動要請票
「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」により、当該条例に定める指定荷主及び指定荷受人は、事業に係る貨物や廃棄物を運搬させようとするとき、環境に配慮した運搬（エコ運搬）の実施を運送事業者や取引先事業者に対して書面等で要請することが義務付けられています。
貨物等の運搬の際、運搬車両が川崎市内を走行する場合、以下の項目を実施してください。
１　エコドライブ及び貨物等の運搬に係る自動車へのエコドライブを行う旨の表示

２　川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則第79条の２第２号に定める車種規制不適合車の不使用

３　低公害・低燃費車の積極的な使用
要請者　住所　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名※：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
受託者　住所　：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名※：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
※法人にあっては、名称及び代表者の氏名を推奨。

PAGE  

